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く

ら

し

●
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
委
員
を
決

定　
市
長
な
ど
特
別
職
の
給
料
や
市

議
会
議
員
の
報
酬
に
つ
い
て
審
議
す

る
委
員
が
左
の
表
の
と
お
り
決
ま
り

ま
し
た
。　
任
期
７
月
１
日
〜
平
成

29
年
６
月
30
日　
〈
職
員
係
〉

　
教
育
委
員
会
臨
時
会
で
選
挙

が
行
わ
れ
、
委
員
長
に
紅
林

由
紀
子
さ
ん
が
、委
員
長
職
務

代
理
者
に
寺
村
豊
通
さ
ん
が
選

任
さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
平
成
28
年
６
月
23

日
ま
で
で
す
。

 

〈
教
育
委
員
会
庶
務
係
〉

昭
島
市
教
育
委
員
会
の
委
員

長
、
委
員
長
職
務
代
理
者
を

選
任

●
伸
び
た
枝
は
せ
ん
定
を　
生
け
垣

や
庭
木
の
枝
が
よ
く
伸
び
る
季
節
で

す
。
道
路
上
に
伸
び
た
枝
は
見
通
し

を
悪
く
し
、
通
行
者
の
迷
惑
に
な
る

ほ
か
、
事
故
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

枝
が
伸
び
て
い
た

ら
せ
ん
定
し
て
く

だ
さ
い
。　
〈
管
理

課
管
理
係
〉

▼ 特別職報酬等審議会委員
 〈敬称略〉
選出区分 氏　名
公共的団
体などの
代表者

平畑文興 宮田次朗

森田久夫 高橋　潔

学識経験
者

小池満也 坂村一登

酒井敏克 中野陽介

公募市民 小日向 眞 村上龍男

審
議
会
・

�

委
員
会

文
化
と

�

ス
ポ
ー
ツ

●
ま
が
玉
作
り
教
室　
古
代
の
ア
ク

セ
サ
リ
ー
、
ま
が
玉
を
作
っ
て
み
ま

せ
ん
か
。　
日
時
８
月
７
日（
金
）の

午
前
９
時
〜
正
午　
場
所
郷
土
資
料

室（
昭
和
町
分
室
２
階
）　
対
象
小
学

３
〜
６
年
生　

定
員
20
人（
多
数
抽

選
）　

参
加
費
350
円

（
材
料
費
）　

申
込

７
月
31
日
ま
で
に

文
化
財
担
当
へ

●
郷
土
資
料
室
を
夏
休
み
に
特
別
開

室　

郷
土
資
料
室（
昭
和
町
分
室
２

階
）に
は
、
市
内
で
発
掘
さ
れ
た
埋

蔵
文
化
財
の
土
器
や
石
器
、
民
具
な

ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
常
は

水
・
土
・
日
曜
日
に
開
室
し
て
い
ま
す

が
、次
の
期
間
は
毎
日
開
室
し
ま
す
。　

日
時
８
月
１
日（
土
）〜
10
日（
月
）の

正
午
〜
午
後
４
時　
〈
文
化
財
担
当
〉

●
環
境
審
議
会　

日
時
７
月
23
日

（
木
）の
午
後
６
時
30
分
か
ら　
場
所

市
役
所
３
階
庁
議
室　

傍
聴
市
役

所
西
側
出
入
口
か
ら
直
接
会
場
へ　

〈
環
境
課
計
画
推
進
係
〉

●
特
別
職
報
酬
等
審
議
会　
日
時
７

月
29
日（
水
）の
午
後
３
時
30
分
か
ら　

場
所
市
役
所
３
階
庁
議
室　
傍
聴
前

日
ま
で
に
職
員
係
へ
連
絡
を　
〈
職
員

係
〉

●
都
市
計
画
審
議
会　
日
時
７
月
30

日（
木
）の
午
後
３
時
か
ら　
場
所
市

役
所
401
会
議
室　
傍
聴
直
接
会
場
へ　

〈
都
市
計
画
係
〉

●
男
女
共
同
参
画
推
進
委
員
会

日
時
７
月
30
日（
木
）の
午
後
６
時
30

分
か
ら　

場
所
市
役
所
202
会
議
室　

傍
聴
市
役
所
西
側
出
入
口
か
ら
直
接

会
場
へ　
〈
男
女
共
同
参
画
担
当
〉

●
障
害
者
自
立
支
援
推
進
協
議
会

日
時
７
月
30
日（
木
）の
午
後
６
時
30

分
か
ら　
場
所
市
役
所
３
階
庁
議
室　

傍
聴
市
役
所
西
側

出
入
口
か
ら
直
接

会
場
へ　
〈
障
害

福
祉
係
〉

　パブリック・コメントとは、市が政策などを決める場合、
あらかじめその内容を公表し、市民の皆さんの意見を募
集するものです。
　マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）の施行に伴
う昭島市個人情報保護条例の改正について、市民の皆さ
んの意見を募集します。
◎改正素案・実施要領をご覧になるには
　市役所法務担当・総合案内カウンター、東部出張所、
市民交流センター、松原町コミュニティセンター、勤労
商工市民センター、あいぽっく、各高齢者福祉センター、
環境コミュニケーションセンター、水道部、各市立会館、
総合スポーツセンター、市民図書館、KOTORIホール（市
民会館）・公民館で配布するほか、市ホームページでもご
覧いただけます。
　郵送を希望する方は、120円切手を貼った返信用封筒（Ａ
４サイズの冊子が入るもの／住所・氏名を記入）を同封し、
〒196-8511　市役所法務担当へ請求してください。
◎意見をお寄せください
　８月７日（消印有効）までに、法務担当へお持ちいただ
くか、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法
でお寄せください。様式など詳しくは、実施要領をご覧
ください。
☆詳しくは、法務担当へ。

マイナンバー制度の施行に伴う昭島市
個人情報保護条例の改正について意見
を募集（パブリック・コメント）


